
 
 

宅地建物取引業者に対する行政処分について 
令和７年１月２３日 

東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課 

被

処

分

者 

商 号 株式会社ＪＰＭＢ 

代 表 者 白﨑 正純（しらさき まさずみ） 

主 た る 事 務 所 東京都渋谷区猿楽町７番１２号 ＣＯＭＦＯＵＲＴＩＳ０３１  

免 許 年 月 日 
令和５年１２月２８日   
（当初免許年月日 平成３０年１２月２８日）   

免 許 証 番 号 東京都知事（２）第１０２８８９号   

聴 聞 年 月 日 令和６年１２月３日 

処 分 内 容 宅地建物取引業務の全部停止３０日間及び指示 

業 務 停 止 期 間 令和７年２月６日から同年３月７日まで 

適 用 法 条 項 

宅地建物取引業法第３４条の２第５項（指定流通機構への不登

録） 
同法第３４条の２第８項（依頼者への申込みに係る報告の不実

施） 
同法第６５条第１項（指示） 
同法第６５条第２項第２号（業務の停止） 

事 
 
実 
 
関 
 
係 

被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以

下「法」という。）違反があった。   

記 
 
１ 被処分者は、令和５年３月に、売主Ａと買主Ｂとの間で締結された、東京都三鷹

市所在の宅地及び建物の売買契約について、媒介業務を行った。  
この業務において、次のような違反行為があった。     

（１）Ａに対し、法第３７条第１項に定める書面（以下「売買契約書」という。）を

遅滞なく交付しなかった。   

（２）専任媒介契約を締結したにもかかわらず、指定流通機構への登録（以下「レイ

ンズ登録」という。）をしなかった。   

（３）買付証明書が提出され、売買の申込みがあったにもかかわらず、遅滞なく、そ

の旨をＡに報告しなかった。     

（４）手付の授受が行われないこととなったにもかかわらず、売買契約書において、
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手付に関する事項及び手付解除に関する事項の削除を失念した。  
これらのことは、（１）は、法第３７条第１項に違反し、法第６５条第２項第２

号に該当し、（２）は、法第３４条の２第５項に、（３）は、同条第８項に、それぞ

れ違反し、いずれも法第６５条第１項本文に該当し、（４）は、同項第２号に該当

する。  
２ 被処分者は、令和５年３月に、売主Ａと買主Ｂとの間で締結された、神奈川県横

浜市所在の宅地及び建物の売買契約について、媒介業務を行った。 
この業務において、次のような違反行為があった。   

（１）申立人に対し、売買契約書を遅滞なく交付しなかった。    
（２）専任媒介契約を締結したにもかかわらず、レインズ登録をしなかった。    
（３）買付証明書が提出され、売買の申込みがあったにもかかわらず、遅滞なく、そ

の旨を申立人に報告しなかった。     
（４）手付の授受が行われないこととなったにもかかわらず、売買契約書において、

手付に関する事項及び手付解除に関する事項の削除を失念した。   
これらのことは、（１）は、法第３７条第１項に違反し、法第６５条第２項第２

号に該当し、（２）は、法第３４条の２第５項に、（３）は、同条第８項に、それぞ

れ違反し、いずれも法第６５条第１項本文に該当し、（４）は、同項第２号に該当

する。    
 


